障　福　 第364号　
平成28年９月29日　
関係法人代表者　殿

神奈川県保健福祉局福祉部障害福祉課　
障害サービス担当課長　
平成28年度短期入所強化事業に係る事前協議について（通知）

　本県の障害福祉行政の推進につきましては、日ごろから格段の御協力をいただき厚くお礼申し上げます。

　さて、標記の件について追加協議を実施しますので、平成28年度に事業実施を予定している法人におかれましては、次のとおり事前協議書等を御提出くださるようお願いします。

１　提出期限　　平成28年10月31日（月）

２　提出書類

（１）様式１「平成28年度短期入所強化事業に係る事前協議について」

（２）様式２「短期入所強化事業実施計画書」

（３）工事、設計見積書の写し及び工事前・後の平面図等
３　留意事項

（1） 交付決定前に入札・工事等を着工した場合には、本事業の対象外となりますのでご注意ください。

（2） 様式２については、工事を行う事業所ごとに御提出ください。

（3） 土地、建物等が法人所有でない事業所の場合、事前協議後に賃貸契約書の写し及び貸主の同意書を御提出ください。
（4） 同じ建物で複数事業を行っている場合は、短期入所事業を行っている部分とその他の部分がわかる面積表をご提出ください。

（5） 申請が予算額を上回る場合には、調整する場合があります。


問い合わせ先

施設指導グループ　中村
電話　　045-210-4724

ﾌｧｸｼﾐﾘ　045-201-2051
短期入所強化事業について

１　事業内容
指定短期入所事業所が在宅重度障害者等の障害特性に応じたサービスを提供するために、指定短期入所事業所を設置する法人が行う必要な施設及び設備の整備に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金の交付を行う。
※過去に、本事業により補助を受けた事業所は対象外

※指定都市、中核市に所在する短期入所事業所は対象外（知事指定の事業所（要綱第２条））
２　平成28年度当初予算額等
　　６,０００千円

３　実施する補助事業及び補助基準額等

	補助事業者
	補助基準額
	補助率
	補助対象経費

	法人

	5,000千円
以内
	１／２

（補助額は250万円以内）
	(1)　施設整備費

短期入所事業の実施において、在宅重度障害者等の障害特性に応じたサービスを提供するために、指定短期入所事業所に必要な施設整備に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費（工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は工事費又は工事請負費の２.６％に相当する額を限度とする。）

(2)　設備整備費

短期入所事業の実施において、在宅重度障害者等の障害特性に応じたサービスを提供するために、指定短期入所事業所に必要な設備整備に必要な費用


４　補助金交付申請等の流れ

事前協議書等受付 　県は事前協議書等を受け付け審査し、交付申請書の提出について事業者に連絡する。

　　　　　
補助金交付申請　補助事業者は、補助金交付申請書等を県に提出する。

　　　　　　　　

補助金交付決定　県は申請書等を審査し、交付決定を補助事業者へ通知する。

　　　　　　　　 

事　業　着　手  補助事業者は、入札等の手続きを行う。

　　　　　　　　　※ 交付決定前に入札・工事着工を行った場合は補助金の交付が受けられなくなりますので、ご注意ください。
　　　　　　工事・物品購入の実施

　　　　　　完了届の提出・検品

（補助事業者の責任において実施）

　　　　　
　事　業　完　了　補助事業者は事業完了後、実績報告書等を県に提出する。
　
完　了　検　査　 県は実績報告書等に基づき、事業内容の検査を行う。

　　　   

補助金の支払い   県は補助金額の確定を行い、補助事業者へ補助金を支払う。

５　留意事項
(1) 　補助の根拠となる各種書類・帳票については、必ず原本を法人において保管いただき、写しを原本証明して提出いただきます。
(2) 　過去に補助金を受けて整備した箇所を改修等する場合、財産処分の手続きが必要となる可能性がございますので、該当するか事前に御確認ください。
(3) 　消費税を補助の対象経費とする場合にあっては、消費税の申告により消費税仕入控除税額が確定した段階で補助金減額（返還）の有無を県に報告する必要があります。交付決定前に税額が明らかになる場合、消費税仕入控除税額を除いた額により、交付申請を行う必要がありますので、ご留意ください。

(4) 　業者選定等にあたっては、公正な経理執行のため、入札又は複数業者による見積りを実施いただく必要があります。
 [協議時の参考見積]

→　[入札又は相見積] (交付決定後)

　　　→　[選定・契約]
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
様式１

平成　年　月　日

神奈川県保健福祉局福祉部障害福祉課
障害サービス担当課長　殿

所在地

法人名

代表者名　　　　　　　　　　　　　　印
連絡先

　　　　　　　　　　　　　　　　担当者
　　　　　　　　　　　　　　　　メール
平成28年度短期入所強化事業に係る事前協議について（提出）

このことについて、次のとおり提出します。

· 提出書類

· 短期入所強化事業実施計画書（様式２）

· 関係書類（工事、設計見積書の写し、工事前・後の平面図）
様式２

短　期　入　所　強　化　事　業　実　施　計　画　書

	対象事業所の概要
	事業所名
	
	事業所番号
	

	
	事業所所在地

電話番号
	〒

（電話　　　　　　　　　　　　　）

	
	事業所の区分
	併設型　・　単独型　（該当するものに○）

	
	定員
	　　　　　　人

	
	本体施設名
	

	
	本体施設の
サービス種類
	

	土地・建物
	土地所有区分
	自己所有　・　借地　　（該当するものに○）

	
	建物所有区分
	自己所有　・　借家　　（該当するものに○）

	
	改築･増築等に関する所有者の了解の有無
	土地借地の場合　　有　・　無　（該当するものに○）

	
	
	建物借家の場合　　有　・　無　（該当するものに○）

	事業費内訳
	総事業費（A）
	寄付金等（B）
	自己資金（C）
C=A-(B+D)
	補助金額（D）
D=(A-B)×1/2
	※補助金額は250万が上限です。

	
	　　　　　円
	　　　　　円
	　　　　　円
	　　　　　円
	

	整備内容
	
	工事予定期間
	着手　平成　年　月　日

完了　平成　年　月　日

	目的効果
	

	備考
	


添付書類　・見積書の写し　・工事前後の平面図
参考








